
 

松戸市第１層多機能コーディネーター業務委託における候補者選考基準 

 

 

１ 基本事項  

松戸市第１層多機能コーディネーター業務を委託する業者を公募により募集し、選考

委員会により選考し決定する。 
審査点は、別紙「松戸市第１層多機能コーディネーター業務委託 委託業者公募選考

票」に従い、採点を行う。 
 

１. 配点  

5 人の選考委員に 100 点ずつを配分し、満点を 500 点とする。 
 

２. 審査点の算出 

審査点の算出は、原則として採点者の点数を合計して算出する。 

 

３. 評価の方法 

審査点を算出し、審査点が最も高い者を事業者として選出する。 
なお、審査の結果、評価点が６割（300 点）に満たない応募者については、応募者が

1 者の場合であっても選定しない。 
 

 


